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損害防止サーキュラー No.13-07 
 
US Coast Guard-MARPOL違反の任意開示の正式方針 
 
 
USCGは米国内における外国籍船舶の船主や運航者の犯罪の告発に帰着しうるMARPOL違反に対して適用する任

意開示の公式方針を発令した。この方針は起こりうる犯罪の調査や告発に対する違反を評価する中で検討される要

因を列挙している米国政府機関や米国司法省の現存の政策に類似している。 
 
この方針は企業に環境に関する規則の違反を防ぎ、見つけ、あるいは修正するための対応管理システムの設置を要

求している。 実施した場合、International Chamber of Shipping (ICS)とInternational Shipping Federation 
によって発行されているShipping Industry Guidance on Environmental 
ComplianceがUSCGの方針に記載されている対応管理システムに対する全ての要件と合致しているようだ。 
Shipping Industry Guidanceはwww.marisec.org/environmental-complianceにてダウンロード可能である。 
 
USCGの任意開示方針はもし企業が船の監査を含む企業の環境対応プランの範囲において気づいた違反を速やか

かつ、自主的にCoast Guardに開示し、あるいは開示がCoast 
Guardの方針の要求に他の点で応じているならば、Coast Guardは企業の告発を勧告しないと記載してある。 
 しかし、こうした決定は事案に依るのであり、刑事捜査をおこなうかどうかはUS Coast 
Guardの最終的な裁量にかかっていることを認識しておくことが重要である。 
Coast Guardは違反を調査して、更なる調査を、通常、大陪審を経由して、司法省に照会することができる。 

今、Coast 
Guardの方針は、事案が司法省に行く前にある種のケースにおいて、寛大な取扱いをすることができることを明快にし

ている。 
 
方針に記述されているその他の重要な要件は： 
● Coast 
Guardあるいはその他の政府機関がそれ自身の調査業務を通じて、あるいは第三者を通じて受け取った情報のどち

らかで問題を特定する前に違反は見つけられ、特定されなければならない。 
● 違反は発見より２１日以内に書面で報告されねばならない。 
● 

違反（あるいは関連した違反）は同じ船舶において、過去３年以内に発生していないこと、そして同じ企業体によって所

有され、あるいは運航されている複数の船舶を含むパターンでは過去５年以内におきていないこと。 
 
外国籍船主や運航者は、米国水域外にて行われた油性廃棄物の排出を隠すような不正な油記録簿をもって米国水

域に入域する場合に、米法の下で告発されることになる。 
国際水域におけるMARPOL違反の排出は旗国の法により違反とされるが、米国はその排出に対して外国の運航者

を告発する管轄権はない、なぜなら排出時に船舶が米国水域外にいたためである。 
Industry Guidance on Environmental 
Complianceによれば「MARPOLの規則への非対応は船舶の船籍国当局に報告されるべきである。 

廃棄物の意図的な排出の証拠が発覚した場合、船籍国当局はただちに通報を受けるべきであり、調査に対する要請

がなされるべきである。 
 
船舶が米国に寄港する場合、船舶所有者あるいは運航者もまた、油記録簿の不正な記録を発見、修正について船籍

国に加えて、任意開示指針に応じてCoast Guardに報告することを考慮するかもしれない。Coast 
Guardへの報告するか否かの決定において、外国籍船主および運航者はCoast 
Guardや司法省の指針ガイドラインや一般にMARPOLの刑事告発に詳しい弁護士から、ただちに法的助言を求める

べきであることを慎重に提案する。 
 
公式な書類は以下で参照可能 
www.uscg.mil/foia/docs/CH-4%20Appendix%20V.pdf 
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